
鑑
真
伝
の
諸
問
題

井

上

薫

、
鑑
真

の
訪
日
決
意
と
海
難

、

ヘ
イ
)
栄
叡
ら
は
戒
師
招
請
の
た
め
入
唐

戒

・
定

・
慧
の
関
係
を
仏
典
の
経

へ仏

の
説
法
を
収
録
し
た
書
)
律

(仏
が
制

定
し
た
修
行
規
則
を
集
め
た
書
)
論

へ仏
弟
子
や
高
僧
が
経
典
の
内
容
を
研
究

・

解
釈
し
た
と
こ
ろ
を
記
し
た
書
)
の
関
係

に
あ
て
は
め
る
と
、
定
は
経
に
あ
た
り
、

戒
は
律
に
、
慧
は
論
に
相
当
す
る
。

欽
明
天
皇
七
年

へ五
三
八
)
に
仏
教
が
百
済
か
ら
公
的
に
伝
わ
る
と
、
戒
律
も

学
ば
れ
、
百
済
は
律
師
を
日
本
に
た
て
ま

つ
り

へ敏
達
天
皇
元
年
、
五
七
二
)
、

善
信
尼
ら
は
百
済
に
行
き
戒
律
を
修
め

へ
用
明
天
皇
二
年
、
五
八
七
)
、
道
光
は

唐
か
ら

『
四
分
律
』
を
舶
載
し

へ天
武
天
皇
六
年
、
六
七
八
)
、

『依
四
分
律
鋤

撰
録
文
」
を
著
し
、
道
融
は
唐
の
道
宣
の

『
四
分
律
行
事
抄
』
を
講
義
し
た
。『
四

分
律
』
は
小
乗
戒

へ自
分
だ
け
悟
れ
ば
よ

い
と
す
る
修
行
の
方
式

で
、
大
乗

戒

〔自
分
が
悟
る
だ
け
で
な
く
、
他
人
も
悟
ら
せ
る
こ
と
を
理
想
と
す

る
修

行

方

式
〕
に
対
す
る
語
)
を
内
容
と
す
る
四
大
戒
律
書

へ
『十
調
律
』
『四
分
律
』

『
僧

祇
律
』『
五
分
律
』
)
の

一
つ
で
、
後
秦

へ
三
八
四
～
四

一
七
)
の
仏
陀
耶
舎

・
竺

仏
念
ら
に
よ

っ
て
漢
訳
さ
れ
、
四
〇
巻
本
や
六
〇
巻
本
な
ど
が
あ
る
。
大
宝

「僧

尼
令
」
の
原
典
の

一
つ
に

『
四
分
律
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
戒
律
は
修
得
さ
れ
て
い
た
が
、
戒
律
制
度
が
不
備
で
、
三
師

へ授

戒
す
る
戒
和
上

・
掲
磨
師

・
教
授
師
各

一
人
。
掲
磨
は
授
戒
や
峨
悔
な
ど
の
戒
律

に
関
す
る
作
法
)
、
七
証

へ受
戒
を
証
明
す
る
僧
七
人
)
を
そ
ろ
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
授
戒
の
儀
礼
や
結
界
登
壇
を
行
な
う
施
設
な
ど
を
整
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
。

天
平
五
年

(七
三
三
)
の
遣
唐
使

へ大
使
多
治
比
広
成
、
副
使
中
臣
名
代
)
に

従

っ
て
入
唐
留
学
し
た
栄
叡

・
普
照

へと
も
に
興
幅
寺
僧
)

・
理
鏡
ら
は
研
究
と

戒
師
招
請

の
任
務
を
負
こ
と
に
な

っ
た
。
戒
師
招
請
は
元
興
寺
の
隆
尊
が
発
案
し
、

知
太
政
官
事

の
舎
人
親
王
に
献
策
し
た
こ
と
に
よ
る
と

『東
大
寺
要
録
』
に
み
え

る

へ知
太
政
官
事
は
百
官
を
統
轄
す
る
官
職
。
大
宝
令
に
お
け
る
太
政
大
臣
の
任

務
規
定
が
抽
象
的

で
あ

っ
た
た
め
設
け
ら
れ
た
と
い
う
)
。
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ヘ
ロ
)
鑑
真
の
訪
日
決
意

栄
叡
ら
は
洛
陽
の
大
福
先

寺
の
道
溶
に
渡
日
を
請
い
、
理
鏡
は
イ
ン
ド
僧
波
羅

門
菩

提
倦

那
に
東

航
を
願

っ
た
。
大
使
広
成
は
天
平
七
年

へ七
三
五
)
吉
備
真

備

・
玄
肪
ら
と
帰
国
し
、
道
喀

・
菩
提

・
ペ
ル
シ
ア
人
李
密
騎
ら
は
翌
八
年
に
副

使
名
代
の
帰
国
船
で
日
本
に
渡
り
、
八
月

二
十
三
日
拝
謁
し
、
道
溶
と
菩
提
は
大

安
寺
西
唐
院
に
入

っ
た
。

栄
叡
ら
は
さ
ら
に
留
学
し
、
戒
師
を
さ
が
し
求
め
、
長
安
の
大
安
国
寺
の
道
航

は
師
の
鑑
真

へ五
十
五
歳
)
を
推
薦
し
、
栄
叡
は
天
宝
元
年

へ天
平
十
四
年
、
七

四
二
)
揚
州
の
大
明
寺
で
律
を
講
じ
て
い
た
鑑
真
を
訪
ね
東
渡
を
懇
願
し
た
へ「願

は
く
は
和
上
、
東
遊
し
て
化
を
興
し
た
ま

へ
」
)
。

鑑
真
は
弟
子
に
、
伝
戒
の
た
め
日
本

へ
渡
航
し
て
や
ろ
う
と
思
う
者
は
名
乗
り

出
よ
、
と
い
っ
た
が
、
弟
子
ら
は
応
じ
な

い
で
沈
黙
し
た
ー
渡
海
が
危
険
で
、
生

命
は
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
鑑
真
は

「仏
法
の
た
め
な
ら

ば
、
私

の
身
命
は
惜
し
く
な
い
。
お
前
ら
が
行
か
な
い
な
ら
ば
、
私
が
行
こ
う
」

と
叫
ん
だ
。
弟
子
の
祥
彦
は

「大
和
上
が
行
か
れ
る
の
な
ら
ば
、
私
も
随
行
さ
せ

て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
ら
に
励
ま
さ
れ
、
思
託
ら
二

一
人
も
願
い
出
た
。

大
明
寺
は
竜
興
寺
と
も
い
い
、
そ
の
後
身
は
法
浄
寺

へ揚
州
)
で
あ
る
こ
と
が

常
盤
大
定
氏
に
よ

っ
て
考
定
さ
れ
、
大
正
十

一
年

へ中
華
民
国
十

一
年
、

一
九
二

二
)
法
浄
寺
に

「古
大
明
寺
唐
墾
真
和
尚
遺
肚
」
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

鑑
真
は
嗣
聖
五
年

へ持
統
天
皇
二
年
、
六
八
八
)
揚
州
の
江
陽
県
へ江
蘇
省
)

に
生
れ
、
俗
姓
は
淳
干
と
い
い
、
同
十
八
年

へ大
宝
元
年
、
七
〇

一
)
揚
州
の
大

雲
寺
で
知
満
に
つ
い
て
出
家
得
度
し

へ十
四
歳
)
、
大
雲
寺
に
入

っ
た
。
神
竜
元

年

へ慶
雲
二
年
、
七
〇
五
)
南
山
宗
の
道
岸
よ
り
菩
薩
戒
を
受
け

へ十
八
歳
)
、

景
竜
元
年

(七
〇
七
)
長
安
京
に
ゆ
き
、
翌
年
実
際
寺
の
弘
景
を
和
上
と
し
、
十

師
を
請
じ
て
登
壇
し
、
旦
ハ足
戒
を
受
け
た

へ
二
十

一
歳
)
。
弘
景
か
ら
天
台
宗
の

教
学
を
学
び
、
そ
の
ほ
か
融
済
か
ら
道
宣
の

『四
分
律
行
事
紗
』『
掲
磨
』
な
ど
を

習

い
、
南
山
宗
の
教
え
を
修
得
し
、
義
威
か
ら
法
礪
の

『
四
分
律
疏
』
の
講
義
を

聴
い
た
。
の
ち
江
准

へ江
蘇
省

・
安
徽
省
)
に
律
を
講
じ
、
授
戒
し
て
教
化
に
努

め
、
開
元
二
十

一
年

へ天
平
五
年
、
七
三
三
)
法
浄
寺
に
帰
り

へ四
十
六
歳
)
、

天
宝
元
年
そ
の
住
職
と
な
り
、
栄
叡
ら
の
願
い
で
訪
日
を
決
意
し
た
。

ヘ
ハ
)
妨
害
と
海
難

鑑
真
は
天
宝
三
年

へ
五
十
六
歳
)
か
ら
渡
航
を
止
て
る
こ
と
六
回
に
及
ん
だ
。

一
回
目
は
、
渡
航
メ
ン
バ
ー
か
ら
除
か
れ
た
若
い
弟
子
如
海
が
、

一
行
は
海
賊
と

結
托
し
て
い
る
と
州
の
官
に
中
傷
し
た
た
め
、
船
が
没
収
さ
れ
た
。
二
.
三
回
目

は
、
風
浪
に
難
破
し
た
。
四
回
目
は
、
出
発
さ
せ
ま
い
と
す
る
弟
子
や
諸
寺
の
僧

が
官
に
せ
ま

っ
て
渡
航
を
さ
え
ぎ
り
、
五
回
目

の
と
き
は

「舟
上
に
水
無
し
。
米

を
噛
め
ど
も
喉
は
乾
き
、
咽
め
ど
も
入
ら
ず
、
吐
け
ど
も
出
で
ず
、
鍼
水
へ塩
水
)

を
飲
め
ば
腹
す
な
わ
ち
脹
れ
、

一
生
の
辛
苦
は
何
ぞ
此
れ
よ
り
劇
し
か
ら
ん
…
…

舟
上
に
雨
を
注
ぐ
、
人
人
は
椀
を
把
り
て
承
け
て
飲
む
…
…
…
」
と
い
う
苦
難
を

な
め
た
上

に
、
舟
は
唐
に
吹
き
か
え
さ
れ
失
敗
に
終
り
、
栄
叡
と
祥
彦
は
病
没
し
、

鑑
真
は
目
を
痛
め
た
。
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天
平
勝
宝
四
年

へ七
五
二
)
入
唐
し
た
遣
唐
大
使
藤
原
清
河

へ房
前
の
子
)
ら

は
栄
叡

.
鑑
真
の
動
静
を
聞
き
、
翌
年

へ天
宝
十
二
年
)
十
月
十
五
日
揚
州
の
延

光
寺
に
鑑
真
と
関
係
の
深
い
竜
興
寺
が
か
く
ま

っ
て
離
さ
な
か

っ
た
の
を
脱
出
さ

せ
、
十
九
日
寺
を
出

て
准
河
を
下
り
、
蘇
州
の
黄
洒
浦
に
着
い
た
。
二
十
三
日
大

使
清
河
は
各
自
の
分
乗
す
る
舟
を
き
め
た
が
、
鑑
真
が
日
本
に
ゆ
く
噂
で
唐
人
が

鑑
真
を
捜
索
す
る
な
ら
ば
、
大
使
の
舟

へ第

一
船
)
が
狙
わ
れ
る
の
で
、
十

一
月

十
日
に
副
使
の
大
伴
古
麻
呂
は
鑑
真
と
弟
子
ら
を
自
分
の
舟

へ第
二
船
)
に
招
き

乗
せ
た
。
明
州
の
阿
育
王
寺
か
ら
か
け
つ
け
た
普
照
が
副
使

の
吉
備
真
備

の
船

へ第
三
船
)
に
乗
り
こ
ん
だ
の
が
十
三
日
で

へ
こ
の
と
き
の
遣
唐
副
使
は
二
人
)、

分
乗
が
終

っ
た
四
船
は
十
五
日
黄
酒
浦
を
出
発
し
た

へ第
四
船
は
布
勢
人
主
)
。

(
二
)
秋
妻
屋
浦
に
漂
着

し
か
し

一
匹
の
維
が
第

一
船
の
前
を
飛
ん
だ
こ
と
を
不
吉
と
し
、

一
行
が
出
発

を
止
め
、
錨
を
お
ろ
し
て
留
ま

っ
た
。
留
学
か
ら
帰
る
阿
倍
仲
麻
呂
は
第

一
船
に

乗

っ
て
い
て
、

つ
ぎ
の
歌
を
詠
ん
だ
。

も
ろ
こ
し
に
て
月
を
見
て
よ
み
け
る

安
倍
仲
磨

あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
山
に
い
で
し
月
か
も

へ
『古
今
和
歌
集
』
巻
第
九
、
覇
旅
歌
)

十

一
月
十
六
日
四
船
は
再
び
黄
洒
浦
を
出
発
し
、
こ
れ
が
六
回
目
の
渡
航
で
、

阿
児
奈
波

へ沖
縄
島
)
に
着
き
、
十
二
月
六
日
多
襯
(種
子
島
)に
向
か
う
と
き
南

風
が
荒
れ
、
第

一
船

へ清
河

・
仲
麻
呂
)
は
坐
礁
し
、
第
二
船
(古
麻
呂

・
鑑
真
)

は
薩
摩
国

へ鹿
児
島
県
)
の
秋
妻
屋
浦

へ川
辺
郡
坊
津
町
秋
目
)
に
、第
三
船
(真

備
)
は
益
久

へ屋
久
)
島

へ鹿
児
島
県
)
か
ら
紀
伊

へ和
歌
山
県
)
の
牟
漏
崎
に
、

第
四
船
は
薩
摩
の
石
離
浦

へ不
詳
)
に
着
い
た
。
第

一
船
は
奄
美

(奄
美
大
島
)

に
向
か
い
出
発
し
た
以
後
消
息
が
分
ら
な
く
な
り
、
大
宰
府
か
ら
捜
索
の
使
が
出

さ
れ
た
が
、
行
方
不
明
の
報
告
が
大
宰
府
よ
り
朝
廷
に
入

っ
た
の
は
翌
天
平
勝
宝

六
年

へ七
五
四
)
三
月
で
あ
る
。

仲
麻
呂
の
遭
難
は
唐
に
も
伝
わ
り
、
蘇
州
に
い
た
李
白
は
仲
麻
呂
が
溺
死
し
た

と
思
い
こ
み

「
晃
卿
衡
阿
倍
仲
麻
呂
を
叩犬
く
」
と
題
し

「
日
本
の
晃
卿
帝
都
を
辞

す
、
征
帆

一
片
蓬
壷
を
続
る
、
明
月
帰
ら
ず
碧
海
に
沈
む
、
白
雲
秋
色
、
蒼
梧
に

満

つ
」
と
詠
ん
だ

へ天
宝
十
三
歳

〔七
五
四
〕
秋
こ
ろ
の
作
)
。
第

一
船
は
安
南

の
罐
州

へ河
静
省
徳
寿
府
)
に
漂
着
し
、

一
行

一
八
〇
余
人
の
う
ち

一
七
〇
余
人

ま
で
が
土
人
に
よ
っ
て
害
せ
ら
れ
、
清
河
と
仲
麻
呂
ら

一
〇
余
人
は
わ
ず
か
に
逃

れ
、
天
宝
十
四
歳

へ七
五
五
)
六
月
長
安
に
た
ど
り
着
い
た
。

二
、
国
家
珍
宝
帳
に
記
さ
れ
る
鑑
真
来
朝

ヘ
ホ
)
難
波
か
ら
河
内
の
国
衙
に
泊
り
入
京

鑑
真

へ六
十
七
歳
)
が
秋
妻
屋
浦
に
着
い
た
の
は
勝
宝
五
年

へ七
五
三
)
十
二

月
二
十

日
で
、
六
回
目
に
渡
航
が
成
功
し
、

一
回
目
以
来
、

一
二
年
間
に
脱
落
し

た
者
は
二
〇
人
、
死
者
は
三
六
人
に
の
ぼ
り
、
来
日
し
た
弟
子
二
四
人
の
う
ち
、

法
進

・
思
託

・
如
宝
ら
の
今
後
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
。

鑑
真

一
行
が
大
宰
府
に
入

っ
た
の
は
年
末
か
翌
勝
宝
六
年

へ七
五
四
)
の
初
め
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で
、
正
月
十

一
日
大
伴
古
麻
呂
は

一
行
の
到
着
を
朝
廷
に
奏
し
た
。

=
仔
は
二
月

一
日
難
波
に
着
き
、
三
日
河
内
の
国
衙
(
藤
井
寺
市
)
に
泊
り
国
守
は
藤
原
魚
名

(清
河
の
弟
)
で
、
藤
原
仲
麻
呂

へ大
納
言

・
紫
徴
令
)
は
使
者
を
遣
わ
し
慰
労

し
た
。
四
日
、

一
行
は
平
城
京
の
羅
城
門
外
で
勅
使
の
安
宿
王
に
迎
え
ら
れ
、
東

大
寺
に
入

っ
た
。
五
日
、
道
喀
や
菩
提
ら
が
鑑
真
ら
を
訪
ね
て
慰
問
し
、
勅
使
占

備
真
備
が
鑑
真
に
伝
え
た
聖
武
太
上
天
皇

の
勅
に

「朕
こ
の
東
大
寺
を
造
り
て
十

余
年
を
経
た
り
。
戒
壇
を
立
て
、
戒
律
を
伝
授
せ
ん
と
欲
し
、
こ
の
心
あ
り
て
よ

り
日
夜
忘
れ
ず
。
今
、
諸
大
徳
は
遠
く
来
り
戒
を
伝
ふ
。
冥
く
朕
が
心
に
契
へ
り
。

今
よ
り
以
後
、
授
戒
伝
律
は

一
に
大
和
尚
に
任
す
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
鑑
真
は

は
東
人
寺
の
唐
禅
院
に
住
む
こ
と
に
な

っ
た
。

ヘ
へ
)
舶

載

の

仏

典

鑑
真

は

仏

舎

利

・
仏
像

・
仏

目
パ
・
経

・
律

・
論

・
疏

へ
注

釈
書

)

や

、

玄

　

の

『
大

唐

西

域
記

』

、
王

義

之

の
書

跡

な

ど

を

舶

載

し

た

。

鑑

真

の

戒

律

思

想

や

教

学

の
特

色

を

考

え

る
た

め

に

、

経

・
律

・
論

・
疏

を

分
類

し

て

み

よ

う

。

〔小

乗
律

関

係

〕

『
四

分
律

』

、

法

礪

の

『
四

分
律

疏

」

、

光

統

の

「
四

分

疏

』

・

『
鏡

中

記

』

・

『
明

了
論

』
、

定
賓

の

『
飾

宗

義

記

』

、

高

律

の

『
義

記

』
、

道
宣

の

『
含
注

戒
本

』

・

『
含

中

戒

本

疏

』

.

『
行

事

紗

』

・

『
注

磨

掲

』

・

『
開

中

創

開

戒

壇

図

」

、

懐

素

の

『
戒

本

疏

』

、

大

覚

の

『
秘

記

」
、
法

銑

の

『
尼

本

』

・

『
尼
戒

本

疏

』

、
そ

の

ほ

か

『
補

釈

飾
宗

記

』

へ
霊

祐

の
作

か

)

、

『
音

訓

』

へ崇

義

の

『
行

事

紗

音

訓

』

か

)

〔大
乗
律
関
係
〕

智
周
の

『菩
薩
戒
疏
」
、
雲
渓
釈
子
の

『菩
薩
戒
疏
」

〔天
台
学
関
係
〕

天
台
大
師
智
顕
の

『戒
疏
』
、

『
法
華
玄
義
」

・

『法
華

文
句
』

・

『摩
詞
止
観
」

こ
れ
を
見
れ
ば
、
彼
の
戒
律
思
想
は
純
粋
に
小
乗
戒
の

『
四
分
律
』
に
よ
る
も

の
で
な
く
、
小
乗
を
解
す
る
に
大
乗
の
意
を
以
て
し
、
南
山
宗

へ第

一
祖
は
道
宣
、

第
二
祖
弘
景
、
第
三
祖
鑑
真
)
で
曇
無
徳
部
所
伝
の
律
を
根
底
と
し
な
が
ら
、
大

乗
を
加
味
す
る
の
に
従

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

鑑
真
の
伝
記
に
は
思
託
の

『
和
上
行
記
」

へ
『鑑
真
和
尚
広
伝
』
)

・

『
延
暦

僧
録
』
や
、
淡
海
.二
船
の

『唐
大
和
上
東
征
伝
」
が
あ
り
、
右
の
鑑
真

の
来
朝
の

事
情
や
過
程
も
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
記
し
た
。

ヘト
)
授
戒
と
伝
律

鑑
真
の
渡
来
し
た
以
後
に
戒
律
思
想
が
高
揚
し
、
戒
律
制
度
で
新
し
い
こ
と
が

行
な
わ
れ
た
。

『東
征

伝
』
に
よ
れ
ば
、
勝
宝
六
年
四
月
、
東
大
寺
の
盧
舎
那
大

仏
殿
の
前
に
戒
壇
が
設
け
ら
れ
、
聖
武
太
上
天
皇
を
は
じ
め
、
光
明
皇
太
后

・
孝

謙
天
皇
が
登
壇
受
戒
し
た
。
つ
い
で
沙
弥

・
証
修
ら
四
四
〇
余
人
が
受
戒
し
、
ま

た
旧
大
僧
の
霊
幅

・
賢
環

・
…
…
忍
基

・
善
謝

・
行
潜

・
行
忍
ら
八
〇
余
人
の
僧

は

「旧
戒
を
捨
て
、
重
ね
て
和
上
の
授
く
る
所
の
戒
を
受
く
」
と
記
さ
れ
る
。

勝
宝
六
年
五
月
、
東
大
寺
に
戒
壇
院
建
立
の
宣
旨
が
出
さ
れ
、
翌
七
歳
七
月
の

磁
皿
墨
書
銘
に

「戒
壇
院
」
と
み
え
る

(
『
正
倉
院
御
物
棚
別
目
録
』

一
六
ニ
ペ

ー
ジ
)
。
勝
宝
八
歳
六
月
の

「東
大
寺
山
界
四
至
図
」
に
戒
壇
院
の
建
物
は
描
か
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れ
て
い
な
い
が
、
大
仏
殿
の
西
に

一
区
を
画
し
て

「
戒
壇
院
」
と
記
さ
れ
、
勝
宝

七

.
八
歳
ご
ろ
に
戒
壇
院
が
造
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
勝
宝
六
年
七

月
に

『
梵
網
経
」

へ大
乗
戒
を
説
く
)
百
部
が
東
大
寺
写
経
所
で
書
写
さ
れ
た
の

も
、
鑑
真
に
よ
る
戒
律
思
想
の
高
揚
と
関
係
が
あ
る
。

聖
武
太
上
天
皇
は
勝
宝
八
歳
五
月
二
日
に
崩
御
し
、
聖
武
を
看
病
し
た
労
に
よ

り
同
二
十
四
日
鑑
真
は
大
僧
都
に
、
法
進
は
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
六
月
九
日
、

聖
武
の
供
御
の
米

・
塩
が
鑑
真
と
法
栄
に
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

勝
宝
八
歳
十
二
月
三
十
日
の
勅
は
、
聖
武
の
冥
隔
を
祈
る
た
め
東
大
寺
な
ど
で

『梵
網
経
』
を
講
義
さ
せ
、
そ
の
語
に

「
菩
薩
戒
を
有

つ
こ
と
は
、
梵
網
経
を
本

と
す
。
功
徳
は
魏
々
と
し
て
能
く
逝
く
者
を
資
く
」
と
述
べ
て
い
る
。

授
戒
に
関
し
、
勝
宝
年
間

へ七
四
九
～
七
五
六
)
末
ま
で
に
制
度
化
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
授
戒
終
了
時
に
度
縁

へ得
度

し
た
こ
と
の
証
明
書
)
を
こ
ぼ
ち
、
公

験

へ受
戒
し
た
こ
と
の
証
明
書
)
の
代
り
に
戒
牒
を
三
師
七
証
か
ら
授
け
る
よ
う

に
改
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(こ
れ
以
前
は
、
得
度
者
に
度
縁
を
授
け
、

受
戒
し
た
僧
に
公
験
を
太
政
官
か
ら
授
け
た
)
。

天
平
宝
字
元
年

へ七
五
七
)
閏
八
月
二
十

一
日
の
勅
で
諸
大
寺
に
戒
本
師
田

一

〇
町
ず

つ
を
寄
進
し
、
持
戒
堅
固
の
僧
の
布
薩

へ半
月
ご
と
に
罪
を
繊
悔
す
る
儀

式
)
料
と
し
た
。
東
大
寺
大
仏
銅
座
の
蓮
弁
に

『梵
網
経
』
に
説
く
世
界
図
が
陰

刻
さ
れ
た
の
は
宝
字
元
年
前
後
で
、
こ
れ
も
鑑
真
に
よ
る
伝
律
の
影
響
で
あ
る
と

家
永
三
郎
氏
は
い
わ
れ
る

へ
「東
大
寺
大
仏
の
仏
身
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

『上
代

仏
教
思
想
史
研
究
』
)
。

ヘ
チ
)
国
家
珍
宝
帳
と
大
唐
西
域
記

勝
宝
八
歳

へ七
五
六
)
五
月
二
日
聖
武
太
上
天
皇
が
崩
じ
、
光
明
皇
太
后
と
孝

謙
天
皇
が
聖
武
の
財
宝
を
盧
舎
那
仏
に
献
じ
た
と
き
の

『国
家
珍
宝
帳
』

(以
下

『珍
宝
帳
』
と
略
称
)
の
願
文
に
菩
提
と
鑑
真

の
来
朝
に
つ
い
て

「声
は
天
竺
に

籠
れ
ば
、
菩
提
僧
正
は
流
沙
を
渉

っ
て
遠
く
到
り
、
化
は
振
旦
に
及
べ
ば
、
鑑
真

和
上
は
槍
海
を
凌
い
で
遥
か
に
来
れ
り
」

へP
)
と
述

べ
て
お
り

へ聖
武
天
皇
の

名
声
が
イ
ン
ド
ま
で
聞
こ
え
る
と
、
菩
提
倦
那
は
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
沙
漠
の
流
沙
を

越
え
て
遠
く
か
ら
渡
来
し
、
聖
武
の
王
化
が
中
国
に
ま
で
及
ぶ
と
、
鑑
真
和
上
は

東

シ
ナ
海
の
危
険
を
乗
り
越
え
て
は
る
か
な
所
か
ら
来
日
し
た
、
と
い
う
意
味
)、

菩
提
と
鑑
真
が
特
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
者
が
東
大
寺
を
中
心
と
す
る
奈
良
朝

仏
教
に
寄
与
し
た
と
こ
ろ
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

し
か
し
菩
提
と
鑑
真
を
論
じ
る
場
合
P
を
引
用
す
る
人
は
稀
で
、
私
の
目
に
触

れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
林
陸
朗
氏
は

『珍
宝
帳
』
昌
頭
の
願
文

へ
「妾
聞
…
…
威
登

妙
果
」
)
と
引
き
注
釈
し

へ
『光
明
皇
后
』
昭
和
36
)
、
小
野
勝
氏
は
P
を
引
用

し
て
い
る
が

へ
「東
大
寺
献
物
帳
に
つ
い
て
」
末
永
先
生
占
稀
記
念

『古
代
学
論

叢
』
昭
和
42
)
、
境
野
黄
洋
氏

『
日
本
仏
教
史
講
話
」
や
竹
内
理
三
氏
等
編

『
日

本
古
代
人
名
辞
典
』

へ菩
提

・
鑑
真
の
項
)
な
ど
は
史
科
を
網
羅
し
な
が
ら
P
を

引
用
し
て
い
な
い
。

聖
武
が
勝
宝
四
年

(七
五
二
)
四
月
九
日
の
大
仏
開
眼
会
の
導
師
に
菩
提
を
あ

て
、
呪
願
に
道
喀
を
あ
て
た
の
は
、
日
本
の
仏
教
が
イ
ン
ド
や
唐

の
仏
教
に
肩
を
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並

べ
る
ほ
ど
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
P
は
玄
装
の

『大
唐
西
域
記
』

へ以
下

『西
域
記
』
と
略
称
)
を
読

ん
だ
知
識
に
よ

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
理
由
の
ω
は
P
に
み
え
る
「流
沙
」

は

『
西
域
記
』
の
盟
薩
旦
那

ヘ
コ
ー
タ
ン
)
国
の
段
に
記
さ
れ

る
か
ら

で
あ
る

へ
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
五

一
の
九
四
五

ペ
ー
ジ
。
水
谷
真
成
訳
『大
唐
西
域
記
』

平
凡
社
、
三
〇

四
ペ
ー
ジ
)
。

流
沙
の
語
は

『
西
域
記
』
以
前
に

『晋
書
』

へ張
駿
伝
)
、

『魏
書
』

(世
祖

紀
)
、

『周
書
』

へ異
域
伝
)
に
み
え
る

へ諸
橋
轍
次

『大
漢
和
辞
典
』

へ六
の

六
八
四

一
ペ
ー
ジ
)
。
し
た
が

っ
て
P
の
流
沙
は

『
西
域
記
』
以
外

の

『
晋
書
』

な
ど
の
記
述
か
ら
採
録
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

『
西
域
記
』
は
光
明
皇

后
の
皇
后
宮
職
が
経
営
す
る
写
経
所
で
書
写
さ
れ
て
お
り

へ天
平
十

一
年
七
月
十

七
日

「高
屋
赤
麻
呂
写
経
請
本
注
文
」

『
大
日
本
古
文
書
』
七
の
八
七
ペ
ー
ジ
)、

か

つ
鑑
真
舶
載
書

の
中
に

『
西
域
記
』
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、『
珍

宝
帳
』
に
菩
提
と
鑑
真
の
来
朝
を
記
す
さ

い
に

『
西
域
記
』
を
引
用
す
る
こ
と
は

大

い
に
あ
り
得
る
と
思
う
。

理
由

の
②
は
、

『
珍
宝
帳
」
に
聖
武
の
名
声
と
徳
化
が
天
竺

ヘイ
ン
ド
)
や
振

旦

ヘ
シ
ナ
)
に
ま
で
ひ
ろ
が

っ
た
の
で
、
菩
提
や
鑑
真
が
来
朝
し
た
と
記
す
文
の

基
底
に
あ
る
考
え
か
た
は
、
唐
の
玄
　
が
イ
ン
ド
留
学
か
ら
帰

っ
て
書
い
た

『
西

域
記
』
の
蹟

へ奥
書
)
に

「遊
歴
す
る
場
所
の
ま
ま
に
そ
の
梗
概
を
略
記
し
、
見

聞
を
列
挙
し
て
王
化
を
慕
う
国
々
を
記
述

し
た
ま
で
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
と

よ
り
印
度
よ
り
こ
の
方
は
悉
く
大
唐
の
恩
恵
に
浴
し
、
徳
化
の
及
ぶ
所
は
み
な
聖

徳
を
欣
仰
し
て
い
て
、
天
下
は
混

(渾
)
然
と
同
化
し

一
っ
の
家
の
如
く
で
あ
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
単
身
王
化
の
及
ば
ざ
る
外
国
に
使
い

し
万
里
の
遠
き
に
至
る
、
と
言
う
よ
う
な
困
難
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

(水
谷
氏
訳
、
三
〇
五
ペ
ー
ジ
)
と
記
す
文
の
思
想
に
近
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
唐
招
提
寺

の
成
立

ヘリ
)
鑑
真
の
授
戒
で
お
き
た
摩
擦

鑑
真
は
伝
戒
師
と
し
て
朝
廷
か
ら
迎
え
ら
れ
、
授
戒
伝
律
を
ま
か
さ
れ
た
が
、

一
方
で
は
諸
人
寺
の
僧
と
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
た
。
勝
宝
七
歳
四
月
、
大
仏
殿
前

で
鑑
真
が
授
戒
し
た
と
き
、
僧
の
志
忠
、
霊
福
、
賢
環
ら
は
授
戒
に
関
し
、
善
好

な
戒
師
と
清
浄
な
僧
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
自
誓

へ戒
を
守
る
こ
と
を
自
分
単

独
で
仏
に
誓
う
)
に
よ
り
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

『占
察
経
』
に
説

か
れ
る
か
ら
、
三
師
七
証
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
、
と
主
張
し
、
鑑
真
の
授

戒
に
反
抗
し
、

「反

っ
て
以
て
雌
を
為
す
」
と
伝
え
ら
れ
る

へ
『延
暦
僧
録
』
普

照
伝
)
。

勝
宝
八
歳
四
月
、
聖
武
の
病
気
平
癒
を
祈
り
、
聖
武
の
持
物
に
掲
磨
を
し
た
と

き

「挙
衆

へ集
ま

っ
た
僧
の
皆
)
は
伏
せ
ず

へ承
知
し
な
い
)
、
人
々
は
面
へ顔
)

に
色
を
作
す

へ不
満
の
気
持
を
あ
ら
わ
す
)
の
中
、
興
隔
寺
僧
の
法
寂
と
い
う
者

有
り
、
起
立
し
大
い
に
叫
び
、
鹿
言

へ荒

っ
ぽ
い
言
葉
)
を
出
す
」
と
記
さ
れ
る

へ
『東
大
寺
要
録
』
所
収

『延
暦
僧
録
』
)
。

こ
の
よ
う
な
摩
擦
が
生
じ
た
事
情
は
な
ぜ
か
。
細
川
公
正
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
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説
く
。
授
戒
は
鑑
真
渡
来
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
行
表
は
天
平

十
五
年

へ七
四
三
)
興
福
寺
の
北
倉
院
で
受
戒
し
た
。
天
平
十
九
年

へ七
四
七
)

正
月
に
は

「七
道
諸
国
の
沙
弥

・
尼
等
を
し
て
、
当
国
の
寺
に
於
い
て
受
戒
し
、

更
に
京
に
入
る
べ
か
ら
ざ
ら
し
む
」
と
い
う
制
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
授
戒
を

統
制
す
る
権
限
を
も

っ
た
の
は
僧
綱
で
あ
る
。
た
と
え
ば
勝
宝
三
年

へ七
五

一
)

四
月
に
は
、
僧
正
に
菩
提
、
少
僧
都
に
良
弁
、
律
師
に
道
溶

・
隆
尊
が
任
ぜ
ら
れ
、

翌
勝
宝
四
年
四
月
の
大
仏
開
眼
会
に
菩
提

ら
の
僧
綱
が
開
眼
導
師
な
ど
の
役
を
つ

と
め
た
。

と
こ
ろ
が
鑑
真
が
来
朝
し
、
授
戒
の
権
限
が
彼
と
旧
来
の
僧
綱
と
の
間
に
分
裂

帰
属
す
る
事
態
を
生
じ
た
こ
と
や
僧
綱
が
教
界
統
制
の
基
準
と
し
た

「僧
尼
令
」

は

『
四
分
律
』
の
小
乗
戒
の
思
想
を
同
化
し
て
お
り
、
封
鎖
的
束
縛
主
義
の
立
場

を
と
る
の
に
対
し
、
鑑
真
の
戒
律
思
想
は
大
乗
的
転
換
を
含
み
、
福
音
開
放
主
義

の
立
場
を
と

っ
た
こ
と
な
ど
が
注
意
さ
れ

る
、
と
述
べ
て
い
る

へ
「鑑
真
の

一
考

察
」

『歴
史
地
理
』
七
六
の
四
)
。

こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
考
察
で
あ
る
が
、
石

田
端
麿
氏
か
ら
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る

よ
う
に

へ
『鑑
真
ー
そ
の
戒
律
思
想
ー
』
法
蔵
館
、
昭
和
49
)
、
細
か
い
点
に
つ

い
て
は
な
お
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ヌ
)
唐
招
提
寺
の
創
建

東
大
寺
唐
禅
院
に
い
た
鑑
真
が
戒
律
を
教
え
る
た
め
の
別
寺
を
建
て
る
望
み
を

い
だ
い
た
の
は
宝
字
元
年

へ七
五
七
)
こ
ろ
で
、

『東
征
伝
』
に

「時
に
四
方
よ

り
来
り
て
戒
律
を
学
ぶ
者
あ
り
。
供
養
無
き
に
縁
り
多
く
退
還
す
る
も
の
有
り
。

此
の
事
漏
れ
て
天
聴
に
聞
こ
ゆ
。
傍

っ
て
宝
字
元
年
丁
酉
十

一
月
廿
三
日
を
以
て
、

勅
し
て
備
前
国
水
田

一
百
町
を
施
す
。
大
和
上
は
此
の
田
を
以
て
伽
藍
を
立
て
ん

と
欲
す
。
時
に
勅
旨
有
り
。
大
和
上
に
園
地

一
区
を
施
す
。
是
れ
故

一
品
新
田
部

親
王
の
旧
宅
な
り
。
普
照

・
思
託
は
大
和
上
に
、
此
の
地
を
以
て
伽
藍
と
為
し
、

長
く
四
分
律
蔵
、
法
礪
の
四
分
律
疏
、
鎮
国
道
場
の
飾
宗
義
記
、
宣
律
師
の
紗
を

伝

へ
、
持
戒
の
力
を
以
て
国
家
を
保
護
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
和
上
は
言
ふ

『大
い

に
好
し
』
と
」

(
A
)
と
記
さ
れ
る
。
こ
こ
の
水
田
施
入
に
つ
い
て

『続
紀
』
に

は
同
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
施
入
の
目
的
を

「東
大
寺
唐
禅
院
十
方

衆
僧
供
養
料
」
に
あ
て
る
た
め
と
す
る
。

『続
紀
』
に
よ
れ
ば
、
宝
字
二
年

へ七
五
八
)
八
月

一
日
鑑
真
は
大
僧
都

の
任

を
解
か
れ
、
詔
に

「政
事
躁
煩
に
し
て
敢
て
老
を
労
せ
ざ
れ
」
と
記
さ
れ
、
鑑
真

が
七
十

一
歳
の
高
齢
に
達
し
た
の
で
、
詔
は
そ
れ
を
い
た
わ
る
た
め
に
出
さ
れ
た

と
解
す
る
説

へ例
、
安
藤
更
生
氏
)
と
、
僧
綱
と
鑑
真

へ彼
も
大
僧
都
で
あ
る
)

と
の
間
に
摩
擦
が
あ

っ
た
と
解
す
る
説

(例
、
細
川
公
正
氏
)
と
が
み
ら
れ
る
。

大
僧
都
解
任

の
詔
に
は

「諸
寺
の
僧
尼
を
集
め
、
戒
律
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
者
は

皆
属
し
て
学
ば
し
め
よ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
鑑
真
に
戒
律
研
修
の
た
め
の
別

寺
を
建
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
朝
廷
の
意
向
を
示
し
、
あ
る
い
は
そ
の
別
寺
が
営
ま

れ

つ
つ
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

『東
征
伝
』
に
は
右
の
A
に
す
ぐ
続
け
て

「
即
ち
宝
字
三
年
八
月

一
日
、
私
に

唐
律
招
提
の
名
を
立

つ
。
後
に
官
額
を
請
ひ
、
此
に
依
り
て
定
め
と
為
す
。
還
此
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の
日
を
以
て
善
俊
師
を
請
じ
、
件

の
疏
記
等
を
講
ぜ
し
む
。
今
の
唐
招
提
寺
、
此

れ
な
り
。
初
め
大
和
上
は
中
納
言
従
三
位
氷
上
真
人
の
延
請
を
受
け
、
宅
に
就
き

て
窃

に
そ
の
土
を
嘗
め
、
寺
を
立

つ
べ
き

こ
と
を
知
る
。
傍

っ
て
弟
子
僧
法
智
に

語
り

『
こ
れ
福
地
な
り
。
伽
藍
を
立

つ
べ
し
」
と
い
ふ
。
今
、
遂
に
寺
と
成
る
。

明
零
の
先
見
と
謂
ふ
べ
し
」

へB
)
と
記

さ
れ
る
。

鑑
真
は
造
ら
れ

つ
つ
あ

っ
た
唐
招
提
寺

に
移

っ
た
が
、
こ
の
と
き
も
鑑
真
は
人

か
ら
誹
諺
さ
れ
た
。
思
託
が

『和
上
行
記
』
を
、
淡
海
三
船
が

『
東
行

伝
笙
』

へ
『原
東
征
伝
』
)
を
作

っ
た
の
は
、
師

の
意
中
や
立
場
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
で
あ
る
と
い
う
。

ヘ
ル
)
戒
院
中
心
の
修
道
寺
院

唐
招
提
寺
の
創
建
年
代
は
い
ち
お
う
宝
字
三
年
八
月
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き

伽
藍
が
完
備
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

『続
紀
」
の
鑑
真
伝
に
寺

の
創
建
過
程
に

つ
い
て

「新
田
部
親
王
の
旧
宅
を
施
し
、

以
て
戒
院
と
為
す
。
今
の
招
提
寺
是
れ

な
り
」
と
記
す
よ
う
に
、
そ
の
最
初

の
建
物
は
戒
院
で
あ

っ
た
。

こ
の
年
善
俊
が

疏
記
を
講
じ
た
と
き
使

っ
た
建
物
は
戒
院

か
、
別
の
建
物
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
福
山
敏
男
氏
は
、
鑑
真
が
東
大
寺
唐
禅
院
で
没
し
、
唐
招
提
寺

に
移

ら
な
か

っ
た
と
し
、
鑑
真
と
唐
招
提
寺
と

の
関
係
を
疑
う
論
考
を
出
さ
れ

へ
「唐

招
提
寺
の
建
立
」

『歴
史
地
理
』
六
〇
の
四
ー
L
)
、
こ
れ
に
対
し
小
林
剛
氏

へ
【唐
招
提
寺
金
堂
の
建
立
に
つ
い
て
」

『
日
本
美
術
史
』
四
)
ら
の
批
判
が
あ

り
、
隔
山
氏
は
詳
論
を
書
き

へ
「唐
招
提
寺
建
立
年
代
の
研
究
」
『日
本
美
術
史
』

五
ー
M
)
、
論
争
が
み
ら
れ
た
。

し
か
し
戒
律
に
よ
る
修
道
本
位

の
寺
で
は
戒
院
が
伽
藍
の
中
心
で
あ
り
、
こ
れ

を
考
慮
し
な
い
で
、
金
堂
や
塔
の
成
立
が
遅
れ
た
こ
と
に
気
を
く
ば
る
と
、
唐
招

提
寺
は
鑑
真
と
無
関
係
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
授
戒
を
め
ぐ

る
僧
綱
と
の
摩
擦
な
ど
の
た
め
、
東
大
寺
を
去

っ
て
唐
招
提
寺
に
移

っ
た
と
考
え

る
の
は
お
か
し
い
こ
と
で
な
い
。
新
田
部
親
王
の
宅
地
は
塩
焼
王
に
継
承
さ
れ
、

王
は
宝
字
八
年

へ七
六
四
)
斬
ら
れ
、
宝
字
三
年
に
は
父
の
宅
地
に
住
ん
で
い
た

か
ら
、
こ
の
年
に
唐
招
提
寺
の
創
建
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
隔
山
氏
は
い

わ
れ
た
が
、

『東
征
伝
』
や

「続
紀
』
に
寺
地
は
新
田
部
親
王
の
宅
と
記
さ
れ
る

が
、
塩
焼
王
の
宅
と
書
か
れ
て
い
な
い
。
延
暦
二
十
三
年

へ八
〇
四
)
如
宝

(鑑

真
の
弟
子
)
の
奏
言
に

「去
る
天
平
宝
字
三
年
、
勅
し
て
没
官
地
を
以
て
之
に
賜

ふ
」
と
あ
り

⊃

月
二
十
二
日

「太
政
官
符
」
)
、
宝
字
元
年

へ七
五
七
)
道
祖

王

へ新
田
部
親
王
の
子
)
が
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
連
坐
し
、
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た

と
き
新
田
部
親
王
の
宅
地
が
没
官
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
宝
字
三
年
八
月
,一
日
鑑

真
の
唐
招
提
寺

へ
の
移
住
は
造
作
さ
れ
た
記
事
と
い
え
な
く
な
る
。

福
山
氏
は
続
稿

(
「唐
招
提
寺
の
建
立
年
代
」

『
以
可
留
我
」

一
〇

N
、

「唐
招
提
寺
の
造
営
」

『
唐
招
提
寺
論
叢
』

O
)
で
前
説
を
修
正
し
、
宝
字

三
年
鑑
真
の
唐
招
提
寺
移
住
を
み
と
め
ら
れ
た
。

鑑
真
が
生
前
に
思
託
に

「我
若
し
終
に
已
ら
ば
願
は
く
は
坐
死
せ
ん
。
汝
、
我

が
為
め
に
戒
壇
院
に
於
い
て
別
に
影
堂
を
立
て
よ
」
と
い
っ
た
の
も
戒
院
が
彼
に

と

っ
て
重
要
な
建
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
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講
堂
は
宝
字
四
年

へ七
六
〇
)
こ
ろ
平
城
宮

の
朝
集
殿
を
施
入
し
て
造
ら
れ
、

こ
れ
は
藤
原
仲
麻
呂
の
保
護
に
よ
る
と

い
わ
れ
る
。
鑑
真
在
世
中
に
で
き
て
い
た

建
物
は
戒
院
と
講
堂
で
あ
り
、
こ
れ
は
礼
拝
対
象
の
本
尊
を
ま
つ
る
金
堂
を
中
心

と
す
る
寺
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「招
提
」
は

「四
方
の
人
と
い
う
意
。

一
処

不
住
の
修
行
僧
」
を
さ
し

へ中
村

元

『仏
教
語
大
辞
典
」
上
巻
、
七

一
ニ
ペ
ー
ジ
)
、

磨
招
提
寺
は
そ
れ
ら
の
僧
を
止
宿
さ
せ

る
寺
と
い
う
意
味
で
、
僧
綱
の
授
戒
統
制

に
よ

っ
て
十
方
衆
僧
の
道
が
ふ
さ
が
れ

て
い
る
封
鎖
性
を
否
定
し
、
福
音
開
放
主

義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
鑑
真
が
東
大
寺

に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と

は
、
大
乗
戒
に
も
と
つ
く
授
戒
を
標
榜
す

る
唐
招
提
寺
が
朝
廷
の
保
護
を
受
け
た

け
れ
ど
も
、
伝
統
的
な
仏
教
界
の
承
認
を
受
け
る
に
至
ら
な
か

っ
た
限
界
の
あ

っ

た
こ
と
を
意
味
す
る

へ唐
招
提
寺
金
堂

の
西
側
に
み
ら
れ
る
戒
壇
院
は
鑑
真
在
世

中
の
も
の
で
な
く
、
後
世
の
も
の
)
。

そ
の
限
界
を
除
く
た
め
、
最
澄
が
延
暦
寺

の
大
乗
戒
壇
建
立
を
め
ぐ
り
南
都
の
僧
綱

と
は
げ
し
く
論
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
り
、
大
乗
戒
壇
の
建
立

は
最
澄
の
死
の
直
後
に
勅
許
が
出
さ
れ
た
。

鑑
真
は
宝
字
七
年

へ七
六
三
)
に
入
る
と
病
み
、
老
衰
の
た
め
ら
し
く
、
五
月

六
日
唐
招
提
寺
で
入
滅
し
た
。
七
十
六
歳
説

へ
『東
征
伝
』
)
と
七
十
七
歳
説

へ
『延
暦
僧
録
』

『続
紀
』
)
が
あ
る
が
、

『東
征
伝
』
に
景
竜
二
年

へ七
〇
八
)

二
十

一
歳
で
具
足
戒
を
受
け
た
と
い
う
記
事
が
戒
律
の
規
定
に
合
う
か
ら
、
こ
れ

を
基
準
と
す
れ
ば
七
十
六
歳
が
正
し
い
。

ヘ
オ
)
弟
子
ら
の
講
律
と
造
寺

鑑
真
の
弟
子
ら
に
よ
る
戒
律
の
研
究

・
講
義
や
諸
堂
の
経
営
を
み
て
お
こ
う
。

法
進
が
門
弟
中

で
代
表
的
地
位
に
い
た
こ
と
は

『続
紀
』
に
鑑
真

一
行
の
来
朝
が

「
唐
僧
鑑
真
、
法
進
等
」
と
記
さ
れ
る
の
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る

へ勝
宝
八
歳
、
律

師
に
任
ぜ
ら
れ
た
1
前
述
)
。
師
の
大
僧
都
停
任
後
も
法
進
は
依
然
律
師
の
ま
ま

で
、
ま
た
師
の
唐
招
提
寺
移
住
後
も
法
進
は
東
大
寺
唐
禅
院
に
留
住
し
、
戒
壇
の

戒
和
上
と
な

っ
た
。
東
大
寺
に
留
ま

っ
た
の
は
思
託
ら
と
不
和
の
た
め
と
す
る
隔

山
敏
男
氏
の
説

へ
M
)
が
あ
り
、
興
味
深
い
が
、
な
お
細
か
く
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
内
道
場
の
行
潜
ら
を
弟
子
と
し
て
勢
力
を
も
ち
、
著
書

『
沙
弥
十
戒
並
威
儀

経
疏
』
五
巻

・

『東
大
寺
授
戒
方
軌
』

一
巻
が
あ
り
、
鑑
真
の
死
を
傷
む
七
言
の

詩
が
残
る
。

思
託
は
師
の
唐
出
発
の

一
回
目
か
ら
始
終
従
い
、
宝
字
元
年
備
前
の
水
田
と
新

田
部
親
王
旧
宅
を
師
に
賜
わ

っ
た
と
き
、
普
照
と
と
も
に
師
に
勧
め
て
伽
藍
と
し

た
と
記
さ
れ
、
唐
招
提
寺
創
立
に
深
く
関
与
し
た
。
道
溶
と
忍
基
の
請
い
に
よ
り
、

道
喀
ら
の
弟
子
の
た
め
大
安
寺
で
法
礪
の

『
四
分
疏
』
や

『
飾
宗
義
記
」
を
講
じ

た
。
鑑
真
の
入
滅
を
傷
む
五
言
の
詩
を
作

っ
た
。

普
照
は
栄
叡
と
と
も
に
道
熔
と
鑑
真
を
戒
師
と
し
て
招
請
す
る
任
務
を
果
た
し
、

そ
の
功
績
は
大
き
い
。
鑑
真
の
直
接
の
弟
子
で
な
い
が
、
鑑
真

の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
宝
字
三
年

へ七
五
九
)
六
月
十
二
日
の

「乾
政
官
符
」
は

「応
に
畿
内
七

道
諸
国
の
駅
路
の
両
辺
に
遍
ね
く
菓
樹
を
植
え
る
べ
き
事
」
を
命
じ
、
こ
れ
は
東

大
寺
普
照
の
奏
状
を
認
め
た
も
の
だ
と
記
す
。

へ乾
政
官
は
太
政
官
の
改
称
)
奏

状
に

「道
路
に
は
百
姓
の
来
去
は
絶
え
ず
。
樹
、
其
の
傍
に
在
れ
ば
、
疲
乏
を
息
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ふ
に
足
り
、
夏
は
則
ち
蔭
に
就
い
て
熱
を
避
け
、
飢
ゆ
れ
ば
則
ち
子
を
摘
み
て
之

を
轍
ふ
」
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
と
述

べ
る
。

『梵
網
経
』
に
説
く
八
隔
田
に

造
暖
路
美
井

・
水
路
橋
梁

・
平
治
険
路

・
孝
事
父
母

・
供
養
病
人

・
救
済
苦
厄

・

設
無
遮
大
会
が
あ
り
、
普
照
の
申
請
し
た
果
樹
植
栽
は
造
暖
路
美
井

の
類
に
当
る
。

諸
道
の
両
側
に
果
樹
を
植
え
よ
と
の
命
令

が
ど
れ
ほ
ど
実
行
さ
れ
た
か
は
問
題
で

あ
る
け
ど
も
、
普
照
の
奏
状
は
時
代

の
要
求
に
応
じ
た
も
の
で
、
大
乗
戒
を
標
榜

す
る

『梵
網
経
』
の
教
え
が
実
践
さ
れ
、
そ
れ
は
「
僧
尼
令
」
に
よ
る
仏
教
界
の
寺

内
寂
居
主
義
と
対
比
し
注
目
さ
れ
る
。

ヘ
ワ
)
如
法
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
金
堂

如
宝
は
安
如
宝
と
同
人
で
、
胡
国

ヘ
ペ
ル
シ
ア
な
ど
)
出
身
と
い
う
異
色
の
弟

子
で
あ
る

へ
『東
征
伝
」
)
。
延
暦
十
六
年

へ七
九
七
)
三
月
律
師
と
な
り

(
こ

の
と
き
伝
燈
大
法
師
、

『
日
本
後
紀
」
、
以
下

『
後
紀
」
と
略
称
)
、
同
二
十

一

年

へ八
〇
二
)
度
者

一
人
を
賜
わ

っ
た

へ
『類
聚
国
史
』
)
。

同
二
十
三
年

へ八
〇
四
)
正
月
二
十
三

日
の

「太
政
官
符
」
へ『類
聚
三
代
格
』
)

は
如
宝
の
奏
状
を
認
め

「応
に
招
提
寺
を
し
て
例
と
し
て
律
を
講
ぜ
し
む
べ
き
事
」

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
命
じ
た
。
唐
招
提
寺
は

『
四
分
律
』

一
部
七
十
巻
、

『疏

へ四

分
律
)
』

一
部
十
巻
、

『
華
厳
経
』

一
部

八
十
巻
、

『
浬
藥
経
」

一
部
三
十
六
巻
、

『大
集
経
』

一
部
三
十
巻
、

『摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
』

一
部
三
十
巻
を
講
義
し
、

そ
の
費
用
に
備
前
国
の
田
地
十
三
町

へ宝

亀
八
年
七
月
二
十
六
日
官
符
に
よ
り
施

入
)
越
前
国
の
水
田
六
十
町

へ寄
進
物
を
用
い
て
買

っ
た
)
か
ら
の
収
入
を
あ
て
、

こ
れ
に
よ

っ
て
招
提
宗
の
教
学
が
廃
滅
す
る
こ
と
な
く
、
鑑
真
の
意
図
が
朽
ち
な

い
よ
う
に
せ
よ
、
と
。

如
宝
の
奏
状
を
紹
介
し
よ
う
。
招
提
寺
は
鑑
真
が
聖
朝
の
た
め
に
建
立
し
、
宝

字
三
年

へ七
五
九
)
勅
に
よ
り
没
官
地
を
賜
わ
り
、
招
提
寺
と
名
づ
け
、
戒
法
を

修
学
さ
せ
た
が
、
そ
れ
以
後
約
五
十
年
近
く
の
間
、
経
や
律

へ前
記
の
『
四
分
律
』

か
ら

『摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
』
ま
で
)
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
も
講
義
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、
こ
れ

で
は
鑑
真
和
上
の
素
意
に
そ
む
き
、
仏
道
の
至
志
を
欠
く
か
ら
、

右
の
経
律
を
永
代
に
わ
た
り
伝
講
す
る
よ
う
に
当
寺
に
命
じ
て
ほ
し
い
、
と
如
宝

は
述
べ
た
。
如
宝
の
願
い
は
認
め
ら
れ
、
講
律
を
命
じ
る
太
政
官
符
が
右
の
よ
う

に
磨
招
提
寺
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
如
法
が
講
律
に
努
め
た
よ
う
す
が
知
ら
れ

る
。如

法
が
唐
招
提
寺
の
金
堂
を
建
て
た
と

『
扶
桑
略
記
』

へ宝
字
三
年
八
月
条
)

に
記
さ
れ
、

『招
提
寺
建
立
縁
起
』

へ
『諸
寺
縁
起
集
』
所
収
)
に
も
金
堂
は
如

法
が
有
縁
の
檀
主

へ寺
に
関
係
を
も

つ
信
者

・
寄
進
者
)
を
ひ
き
い
て
建
立
し
た

と
み
え
る
。
如
法
は
延
暦
二
十
三
年
に
当
寺

で
の
講
律
に
つ
い
て
奏
上
し
て
い
る

か
ら

へ前
掲

「太
政
官
符
」
)
、
そ
の
と
き
住
職
を
つ
と
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

彼
は
弘
仁
六
年

へ八

一
五
)
没
し
て
お
り
、
金
堂
建
立
は
延
暦
二
十
三
年
か
ら
弘

仁
六
年
の
間
と
み
る
説
が
あ
る

へ太
田
博
太
郎

「唐
招
提
寺
の
歴
史
」

『南
都
六

大
寺
大
観
』
第
十
二
巻
)
。

と
こ
ろ
で
長
安

へ西
安
)
の
慈
恩
寺
大
雁
塔
初
層
の
西
面
入
口
上
部

の
楯
石
に

陰
刻
さ
れ
て
い
る
図
様
は
、
五
間
単
層
四
注

へ寄
棟
)
造
の
仏
殿
内
に
釈
迦
説
法
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の
相
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
菩
薩
は
釈
迦
の
左
に
九
人
、
右
に
八
人
が
坐
し
、
左
右
軒

廊
内
に
各
二
人
が
立

つ
が
、
仏
殿
の
前
面
第

一
列
の
柱
が
吹
放
し
に
な

っ
て
開
放

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
仏
殿
が
石
築
の
壇
上

に
立

つ
こ
と
、
柱
は
長
く
丸
形
で
、
頂

部
の
肩
を
少
し
く
丸
く
落
し
て
い
る
こ
と
、
軒
は
二
重
極
で
地
種
は
円
形
、
飛
櫓

極
は
角
で
あ
る
こ
と
、
屋
根
は
四
注

へ寄
棟
)
造
の
本
瓦
葺
で
、
大
棟
の
両
端
に

鴉
尾
を
あ
げ

て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
が
唐
招
提
寺
の
金
堂
の
デ
ザ
イ
ン
に
似

る
と
関
野
貞
が
指
摘
さ
れ
た

(
「慈
恩
寺
大
雁
塔
と
薦
隔
寺
小
雁
塔
の
彫
刻
図
様
」

『支
那
の
建
築
と
芸
術
」
昭
和
13
i
P
)

い

っ
ぼ
う
唐
招
提
寺
金
堂

へ七
間
四
面

)
の
正
面
第

一
列
の
柱
が
吹
放
し
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
で
、
あ
た
か
も
ギ

リ
シ
ア
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
建
築
を
模

し
た
感
を
与
え
、
こ
の
特
色
は
、
如
宝
が
胡
国
人
で
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
関
し
く
わ

し
い
知
識
を
も

っ
て
お
り
、
金
堂
建
立
に
た
ず
さ
わ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
と

み
る
説
が
あ
る

(滝
川
政
次
郎
氏
の
談
ー
Q
)
。

唐
招
提
寺
金
堂
の
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
右
の
P

・
Q
説
は
統

一
的
に
理

解

で
き
る
と
私
は
思
う
。
唐
の
張
彦
遠
の

『
歴
代
名
画
記
」

へ以
下

『名
画
記
』

と
略
称
)
に

「慈
恩
寺
塔
院
に
呉
道
元

・
サ
琳

・
胡
人
尉
遅
乙
僧

・
楊
廷
光

・
鄭

度

・
畢
宏

・
王
維

・
李
果
奴

・
張
孝
師

・
章
攣
画
ら
有
り
」

と
記
し
、
す

ぐ

つ

づ
け
て
前
壁
の
絵
に

つ
い
て
記
述
す
る
。
関
野
氏
は

『名
画
記
』
を
引
き

「此
塔

に
施
さ
れ
た
陰
刻

の
画
像
亦
必
ず
当
時
是
等
名
家
の
下
画
か
ら
出
来
た
者
と
想
像

す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
が
注
目
す
る
の
は
胡
人
の
尉
遅
乙
僧

の
名
が

『名
画
記
』
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
同
じ
胡
国
出
身

の
如

宝
が
大
雁
塔
楯
石
陰
刻
図
に
関
係
を
も

つ
可
能
性
は
あ
り
得
る
わ
け
で
、
如
宝
が

陰
刻
図
を
き
ざ
ん
だ
画
師
と
は
い
え
な
い
が
、
陰
刻
図
を
唐
招
提
寺
金
堂
の
デ
ザ

イ
ン
に
使
う
こ
と
に
重
要
な
関
係
を
も

っ
た
と
推
定
で
き
る
。

ヘカ
)
開
山
堂
の
鑑
真
像

宝
字
七
年

へ七
六
三
)
春
、
弟
子
忍
基
は
夢
に
講
堂
の
梁

へ棟
と
う
ち
ち
が
え

に
柱
の
上
に
渡
し
、
屋
根
を
さ
さ
え
る
材
)
の
折
れ
る
の
を
見
て
不
吉
の
感
を
い

だ
き
、
鑑
真
の
逝
去
が
近
い
こ
と
を
予
感
し
、
同
僚
を
さ
そ
い
師
の
肖
像
を
造
ら

せ
た

へ
『東
征
伝
』
)
。

開
山
堂
の
鑑
真
坐
像

へ脱
活
乾
漆
、
彩
色
、
像
高
八
〇

・
一
㎝
、
国
宝
)
は
こ

の
こ
ろ
の
作
で

へ水
野
敬
三
郎

「鑑
真
和
上
坐
像
」

『南
都
六
大
寺
大
観
』
第
十

三
巻
)
、
首
は
太
く
、
肩
の
筋
骨
は
た
く
ま
し
い
が
、
両
眼
は
盲
い
て
お
り
、
口

も
と
に
柔
和
な
笑
み
が
た
だ
よ
う
て
い
る
。

鑑
真
の
失
明
に
つ
い
て

『東
征
伝
」
に
は

「
時
に
和
上
は
頻
り
に
炎
熱
を
経
て
、

眼
光
は
暗
昧
な
り
。
こ
こ
に
胡
人
有
り
て
能
く
目
を
治
す
と
い
ふ
。
遂
に
療
治
を

加
ふ
る
に
、
眼
は
遂
に
明
を
失
せ
り
」
と
み
え
、

『続
紀
』
は

「栄
叡
は
物
故
す
。

和
上
は
悲
泣
し
て
明
を
失
す
」
と
い
い
、
海
水
の
塩
気
で
眼
を
痛
め
た
と
す
る
書

物
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
勝
宝
六
年

へ七
五
四
)
三
月
十
八
日
の

「
鑑
真
書
状
」
が

『
正
倉
院

文
書
』
に
み
ら
れ
、

『
華
厳
経
』

『大
浬
藥
経
』

『
大
集
経
』

『
大
品
経
」
を
東

大
寺
写
経
所
か
ら
借
り
た
い
旨
を
良
弁

へ東
大
寺
別
当
)
に
申
し
出

て
お
り
、
そ
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の
う
ち
の

『華
厳
経
」
は
転
読
に
必
要
な
た
め
と
記
さ
れ
る

へ『
大
日
本
古
文
書
』

四
の
三
ニ
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
書
け
る
な
ら
ば
、
視
力
が
残

っ
て
い

た

こ
と
に
な
り
、

『
続
紀
』
伝
に
も
鑑
真

は

一
切
経
を
校
正
し
た
と
あ
る
。

そ

こ
で

『東
征
伝
』
に
い
う
失
明
は
完
全
な
失
明
か
、
視
力
残
存

の
失
明
か
が
問
題

と
な
る
。

「続
紀
』
伝
に
鑑
真
が

一
切
経
を
校
正
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、

「和
上
は
暗
請

し
て
、
多
く
雌
黄
を
下
す
」
と
記
す
の
は
、
書
写
さ
れ
た
写
経
を
他
人
に
読
ま
せ
、

そ
れ
を
聞
く
盲
目
の
鑑
真
は
経
文
を
暗
調
し
て
い
る
の
で
、
誤
り
を
指
摘
し
、
校

正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
盲
目
で
書
物
を
編
ん
だ
例
と
し
て
塙
保
己

一
の

『群
書
類

従
』
が
あ
る
。

『続
紀
』
伝
に
は
ま
た
、
薬
の
良
否
を
判
断
す
る
の
に
、
鼻
で
弁

別
し
て
誤
ら
な
か

っ
た
と
記
さ
れ
、
失
明
し
て
い
な
か

っ
た
ら
鼻
で
弁
別
す
る
必

要
も
な
い
か
ら
、
鑑
真
は
失
明
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

「鑑
真
書
状
」
に
つ
い
て
田
中
塊
堂
氏
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
字
体
が
ほ

か
の
文
書
の
字
体
よ
り
も
大
き
い
の
は
目

の
悪
い
人
の
常
套
で
あ
る
。

「部
」
の

字
の
終
筆
の
縦
画
を
長
く
引
く
の
が

「書
状
」
の
筆
者
の
癖
で
あ
り
、
四
個
の
「部
」

の
終
筆
縦
画
の
長
さ
が
不
同
で
あ
り
、

「
経
」
の
字
の
糸
偏
が
イ
の
よ
う
に
記
さ

れ
る
の
は
、
視
力
不
自
由
者
が
選
ぶ
自
然

の
結
体
で
あ
る
。
か

つ

「書
状
」
の
筆

意
が
王
義
之
の

「奉
橘
帖
」
な
ど
に
似
て
お
り
、
鑑
真
が
二
王

へ王
義
之
、
王
献

之
の
父
子
)
の
法
書
を
も

っ
て
い
た
の
と
思
い
合
わ
す
と
、
そ
れ
ま
で
に
王
義
之

の
書
を
習
得
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
鑑
真
は
全
く
の
失
明
に
至

っ
て
お
ら
ず
、

良
弁
に
対
し
多
少
の
不
自
由
を
し
の
ん
で
も
自
筆
を
も

っ
て
書
状
を
出
す
の
が
礼

儀

で
あ
る
と
考
え
て
筆
を
執

っ
た
(『口
本
書
道
全
集
』
)
。
以
上
の
田
中
氏
の
説

は
説
得
力
に
富
む
。

安
藤
更
生
氏
は
、

『東
征
伝
』
に
失
明
し
た
と
記
さ
れ
る
当
時
の
鑑
真
は
六
十

三
歳
の
高
齢

で
、
白
内
障
の
た
め
手
術
し
た
あ
と
で
失
明
し
て
い
る
か
ら
、
完
全

に
失
明
し
た
の
で
あ
り
、

「書
状
」
は
自
筆
で
あ
る
ま
い
、
と
い
わ
れ
る

(
『鑑

真
』
人
物
叢
書
、
昭
和
42
)
。

私
は
、

「書
状
」
に

「華
厳
経
」
を
転
読
す
る
た
め
に
借
用
し
た
い
と
記
す
こ

と
や
、

『続
紀
』
に
来
朝
後
、

一
切
経
を
校
正
し
た
と
述
べ
る
こ
と
を
重
視
し
、

不
自
由
な
が
ら
視
力
が
残

っ
て
い
た
と
解
し
て
お
く
。
貞
享
五
年

へ
一
六
八
八
)

芭
蕉
が
開
山
堂
に
参
り
、
鑑
真
像
を
拝
し

「
若
葉
し
て
御
目

の
雫
拭
は
ば
や
」
と

詠
み

(
『笈

の
小
文
』
)
、
こ
の
句
碑
が
開
山
堂
の
西
側
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。

「若
葉
し
て
」
は
や
わ
ら
か
い
若
葉
を
用
い
て
の
意
味

で
あ
る
が
、
「御
目
の
雫
」

は
ω
涙
、
②
涙
以
外
の
分
泌
物
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
涙
な
ら
ば
卒
直
に
そ
の
ま

ま
涙
と
記
す
と
考
え
ら
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
雫
と
書

い
た
の
は
、
目
が
病
気
に
か
か
り
、

そ
の
た
め
分
泌
物
が
出
て
い
る
と
芭
蕉
が
理
解
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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